
様式第１号（第３条関係）

令和    年　　月　　日

洲本市鳥獣被害防止対策協議会長　様

所在地

集落名

農会長名

（記名押印又は署名）

連絡先

　令和７年度において次のとおり補助事業等を実施したいので、補助金等を交付される

よう洲本市補助金等交付規則第３条の規定により関係書類を添えて申請します。

１ 補 助 申 請 額 円

２ 事 業 名

　　鳥獣被害対策を効果的に推進するため、被害防止活動の

　中心となる集落における総合的な取組体制を整備する。

３ 事 業 の 目 的

補　助　金　等　交　付　申　請　書

令和７年度　集落ぐるみの獣害対策事業



　　集落が主体となり被害防止体制の整備を図る。

　　（鳥獣被害対策実施計画書参照）

４ 事 業 の 内 容

着 手 ・ 完 了 　　着手日　　交付決定日より

５

予 定 年 月 日 　　完了日　　令和　　年　　月　　日

　　鳥獣被害防止活動の主体となる集落において、総合的な

　取組体制を整備し、野生鳥獣による農作物被害の低減を図

　ることによって、農業経営の安定化に資する。

６ 事 業 の 効 果

　・収支予算書　様式第２号（第３条関係）

　・鳥獣被害対策実施計画書　様式第２号（第５条関係）

７ 添 付 書 類 　・事業計画図

８ 備 考



 

 

 

様式第２号（第３条関係） 

 

収 支 予 算 書                

 １ 収入の部 

区      分 予   算   額 摘    要 

補助金(集落ぐるみ)   

補助金（電気柵等）   

農会経費   

計   

 ２ 支出の部 

区      分 予   算   額 摘    要 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

計   

（注）食料費、賃金、狩猟税、狩猟免許更新費用、診断書代、作業用機械の購入、わな

設置にかかる借地代等は、補助対象経費に含まれません。 

市の補助金（集落ぐるみ）の上限額は、定額の１００，０００円で、 

市の補助金（電気柵等）の上限額は、２分の１補助の１００，０００円と 

なっておりますので、ご了承下さい。 



 

 

（別紙１） 

 

 

 

 

令和７年度集落ぐるみの獣害対策事業 

 鳥獣被害対策実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

洲本市        集落 

 

令和７年  月 日作成 

 



１ 集落の概要 

（戸数、住民数、地理条件等を記載して下さい） 

 

 

 

 

 

 

２ 鳥獣害の現状 

（鳥獣種類、被害作物、被害の程度等を具体的に記載して下さい） 

（１）鳥獣種類 

 

 

 

（２）被害作物 

 

 

 

（３）被害の程度等 

 

 

 

 

３ これまで実施した被害対策 

（捕獲用わなの設置、防護柵の設置などの施してきた対策を記載して下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ ３の効果検証 

（これまで実施してきた被害対策の効果について記載して下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 集落ぐるみの被害対策に対する合意状況   

（集落会議などでの合意形成過程等を記載して下さい） 

 

 

 

 

 

 

  

５ 集落ぐるみの被害対策に対する取組内容（令和７年度） 

（１）環境対策（森林整備等） 

 

 

 

（２）防護対策 

 

 

 

 

（３）捕獲対策 

 

 

 

 

（４）研修会等その他 

 

 

 

 

 

６ 集落ぐるみの被害対策の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 添付書類等   

（集落図面   被害場所と環境対策、防護対策、捕獲対策等の取組場所） 

  別紙参照 

 



８ 令和７年度集落ぐるみの獣害対策事業 集落参加者名簿 

            

（       ）農会 

整理番号        氏   名     役割分担 

   １   

   ２   

   ３   

   ４   

   ５   

   ６   

   ７   

   ８   

   ９   

  １０   

  １１   

  １２   

  １３   

  １４   

  １５   

  １６   

  １７   

  １８   

  １９   

  ２０   

  ２１   

  ２２   

  ２３   

  ２４   

  ２５   

  ２６   

  ２７   

  ２８   

  ２９   

  ３０   

 

 

 

 

 

 

 

 


